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総　　合

　

シ
リ
ー
ズ
で
教
育
委
員
会
の
事
務
事
業

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
公
民
館
の
活
動
状
況
に
つ
い

て
、紹
介
し
ま
す
。

　

大
田
原
市
の
公
民
館
は
中
央
公
民
館
と

地
区
公
民
館
11
館
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
民
館
運
営
審
議
会
、
地
区
公
民
館
の

連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
、
公
民
活
動
の

推
進
、
公
民
館
活
動
推
進
員
(自
治
公
民
館

長
)の
委
嘱
、
大
田
原
市
自
治
公
民
館
連
絡

協
議
会
の
指
導
育
成
、
自
治
公
民
館
建
設

費
補
助
等
に
関
す
る
こ
と
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

成
人
式
、
市
民
憲
章
推
進
大
会
、
体
育
事

業
(ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
)、

花
い
っ
ぱ
い
運
動
の
推
進
事
業
、
市
子
供

会
育
成
会
な
ど
の
事
業
も
中
央
公
民
館
の

仕
事
で
す
。

　

地
域
の
社
会
教
育
施
設
と
し
て
、
地
域

住
民
の
生
活
文
化
の
向
上
と
地
域
連
帯
感

を
高
め
て
地
域
づ
く
り
を
す
る
拠
点
で
す
。

基
本
的
に
地
区
公
民
館
に
は
館
長
(市
職

員
)・
社
会
教
育
指
導
員
(非
常
勤
職
員
)・

管
理
人
(非
常
勤
職
員
)が
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
主
的
な
学
習
活

動
を
通
じ
て
、
自
己
実
現
を
図
る
た
め
の

機
会
と
情
報
・
条
件
整
備
、
日
常
生
活
圏

に
お
け
る
住
民
の
皆
さ
ん
の
身
近
な
学
習

や
交
流
活
動
の
場
と
し
て
機
能
で
き
る
条

件
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
地
区
公
民
館
の
紹
介

※

今
回
は
11
館
の
う
ち
３
館
を
紹
介
し
、

　

残
り
８
館
は
４
月
１
日
号
で
紹
介
し
ま

　

す
。

○
大
田
原
東
地
区
公
民
館

　

(若
草
１
‐
１
２
８
７
‐
１
)

　
　
　

(２
４
）２
７
７
７

○
大
田
原
西
地
区
公
民
館

　

(浅
香
３
‐
３
５
７
８
‐
７
４
７
)

　
　
　

(２
３
)８
７
１
９

○
金
田
北
地
区
公
民
館

　

(市
野
沢
１
９
８
８
‐
１
)

　
　
　

(２
３
)３
２
５
３

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
中
央
公
民
館

　
　
　
（
９
８
)７
０
８
０

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
伴
う
放
射
性
物
質
の
流
出
に
よ
る

農
畜
産
物
損
害
の
賠
償
に
は
「
被
害
の
申

し
出
」
が
必
要
で
す
。

●
対
象
と
な
る
被
害
内
容

・
農
畜
産
物
の
出
荷
停
止
お
よ
び
出
荷
自

　

粛
に
よ
る
場
合

・
風
評
被
害
な
ど
に
よ
り
価
格
が
下
落
し

　

た
場
合

※
被
害
額
を
算
定
す
る
た
め
に
は
被
害
を

　

証
明
す
る
資
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

Ｊ
Ａ
・
酪
農
協
・
開
拓
農
協
（
取
り
ま
と

　

め
団
体
）

　

市
農
政
課
農
産
園
芸
係

　
　
　
（
２
３
）８
２
９
２

　

市
農
林
整
備
課
林
業
振
興
係（
き
の
こ
等
）

　
　
　
（
２
３
）８
１
２
６

　

那
須
農
業
振
興
事
務
所

　
　
　
（
２
３
）２
１
５
１

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
が
れ
き
類
の
受

け
入
れ
を
２
月
25
日
（
土
）
ま
で
延
長
し
ま

す
。

　

搬
入
の
際
に
は
許
可
書
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
生
活
環
境
課
へ
申
請

の
う
え
、指
定
日
に
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
れ
以
降
の
延
長
の
予
定
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
お
早
目
の
対
応
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
申
請
期
間
　
２
月
24
日
（
金
）
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
申
請
場
所

　

生
活
環
境
課
（
本
庁
舎
北
側
別
棟
１
階
）

●
提
出
書
類

・
災
害
が
れ
き
類
持
込
み
申
請
書
（
搬
入

　

量
、
搬
入
方
法
を
確
認
し
ま
す
）

・
り
災
証
明
書
の
原
本
（
家
屋
の
場
合
）

・
被
災
写
真
（
全
景
、
申
請
す
る
被
災
部
分
）

※
申
請
書
類
を
審
査
後
、
当
日
許
可
書
を

　

交
付
し
ま
す
。

●
受
入
期
間
　
２
月
８
日（
水
）・
11
日（
土
）・

　

22
日（
水
）・
25
日（
土
）

　

い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
受
入
場
所
　
サ
イ
プ
レ
ス
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　

ン
南
側
（
桧
木
沢
）

●
受
入
物
件　

石
（
大
谷
石
な
ど
）
、
瓦
、

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
木
材

※
許
可
書
の
提
示
が
無
い
場
合
は
受
け
入

　

れ
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

生
活
環
境
課
生
活
環
境
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
６

施設 (平成４年建築 )
多目的ホール、第１・２会議室、
和室、調理室、談話コーナー

勤労者総合福祉センター内
(東日本大震災のため移転中)

施設 (平成 15年建築 )
多目的ホール、第１・２・３会議室、
調理室、ロビー、グラウンドゴル
フ場、ゲートボール場２面

農
畜
産
物
損
害
の
賠
償

災
害
が
れ
き
類
の
受
け
入
れ

を
延
長

教
育
委
員
会
だ
よ
り 

⑤

教
育
委
員
会
だ
よ
り 

⑤

公
民
館
の
活
動
状
況

公
民
館
の
活
動
状
況

地
区
公
民
館

中
央
公
民
館


